
保護者の皆様へ 令和４年 ４月 ６日

いわき市教育委員会

お子様のご入学・ご進級、おめでとうございます。
保護者の皆様には、学校における新型コロナウイルス感染症対策へのご理解とご協力を

いいただいております。ありがとうございます。
さて、本市における「新型コロナウイルス感染拡大防止のための集中対策期間」は３月

３１日をもって解除されましたが、感染状況が未だ流動的な状態であることから、４月１
日から、新たに「春の集中対策期間」が設けられました。学校においては、感染症の再拡
大の防止を図りながら、学習活動（部活動の内容も含む）を行ってまいります。

春の集中対策期間
令和４年４月１日（金）から４月１７日（日）まで

〇 登校前のご家族の健康観察をお願いします。

次のような場合は、学校にご連絡・ご相談ください。

□ お子様に発熱等の風邪症状がみられる場合には、「出席停止」扱いとなります
ので、登校を控えてください。

□ 春の集中対策期間（～ 4/17）においては、ご家族に同様の風邪症状がみら
れる場合にも、「出席停止」扱いとなりますので、登校を控えてください。

□ ご家族に、医師の診断によりＰＣＲ検査等を受ける方がいる場合や、感染者
の濃厚接触者や接触者となった場合には、登校について必ず学校にご相談くだ
さい。お休みした場合は、「出席停止」扱いとなります。

〇 学校でも、基本的な感染症対策を継続します。

・換気を徹底します。エアコン使用時においても換気をします。
・休み時間等でも、多くの人が手の届く距離に集まらないよう指導します。
・咳エチケットや手洗いを引き続き徹底します。
・熱中症予防の観点を踏まえ、マスクの着用を指導します。
・給食については、食事の際は同じ方向を向いて黙食をします。

☆ 授業では、可能な限り感染症対策を行ったうえで、感染リスクの低いとされる
学習活動を実施します。

〇 部活動について

☆ 可能な限り感染症対策を行ったうえで、感染リスクの低い活動
から徐々に実施します。
☆ 他校との練習試合や合同練習会は、自校及び相手校の健康状況
を踏まえて計画します。実施する際は可能な限り感染症対策を行
ったうえで、感染のリスクの低減を図りながら行います。



  

令和４年３月30日発行
いわき市新型コロナウイルス感染症対策本部
まん延防止対策班　☎0246-38-5696

令和４年４月１日(金) ４月～ 17日(日)

受診・相談専用ダイヤル
症状のある方はかかりつけ医に電話相談を。
症状があって、かかりつけ医を持たない方は
福島県サイトに掲載の医療機関へ。

インターネット等を利用していない
方は、受診・相談センターに電話相談を。
TEL0120-567-747（平日･休日問わず24時間対応）

新型コロナウイルスに
関するお知らせ、
各都道府県の移動制限
等の詳細は右のQRｺｰﾄﾞ
を読み込んで、福島県の
サイトをご覧ください

市民の皆さまへのお願い

❶感染リスクの高い行動は控えて

❷感染対策が徹底している飲食店を
　  ご利用ください

///////////////////////////////

人の移動が活発になる新年度、
感染の再拡大のおそれも

福島県　診療検査医療機関

事業者の皆さまへのお願い
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不安な方はお早めに受診をしてください

オミクロン株と花粉症の違い

いわき市新型コロナ感染拡大防止のための

春 の 集 中 対 策 期 間
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・手指消毒、マスク着用、換気の徹底
・出勤時の健康チェックの徹底
・休憩室、更衣室、昼食中は要注意
・業種別ガイドラインに基づく対策の徹底

❶職場内の感染防止対策の徹底を ❷オンライン会議等を活用して人との接触機会の低減を
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

❸転入・転出する方は、感染している可能性も意識し、慎重な行動を 福島県サイト

❹ワクチン接種は、種類よりもスピード。できるだけ早めの接種を

(お花見や歓送迎会等の会食は、少人数・短時間でお楽しみください）

(12歳～17歳の３回目接種は、ファイザー社のみです）
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